
船舶インシデント調査報告書 

令和３年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和２年８月１日 １８時３０分ごろ 

発生場所 長崎県平戸
ひ ら ど

市平戸島南東方沖 

下枯木
し も かれ き

島灯台から真方位２６０°１.５海里付近 

 （概位 北緯３３°１２.０′ 東経１２９°２８.５′） 

インシデントの概要  貨物船みかげは、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能と

なった。 

インシデント調査の経過 令和２年９月１５日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 みかげ、７４９トン 

 １４２５０３、井本船舶株式会社（船舶所有者）、井本商運株式会

社（船舶借入人） 

 ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力２,０５９kＷ、回転数

毎分７５０、６気筒、ボア２８０㎜、使用燃料油Ｃ重油、平成２７

年５月機関製造、平成２７年７月２日進水 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

機関長、三級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか６人が乗り組み、航行中、主機の燃料

油圧力警報が作動し、機関長が主機を停止した。 

機関長は、本船の投錨後、機関室を点検したところ、船尾側から順

に番号が付された主機１番シリンダの燃料ポンプ（ボッシュ型プラン

ジャーポンプ）（以下「本件ポンプ」という。）から燃料油が漏えい
．．

し

ているのを認めた。 

 本船は、船長から運航不能の連絡を受けた船舶所有者が手配したタ

グボートによりえい
．．

航されて入港した。 

 本船は、本インシデント後、主機の製造会社が点検した結果、本件

ポンプ取付用スタッドボルトの締付けに緩みを生じ、同スタッドボル

ト４本のうち１本が折損するとともに別の１本のナットが外れたこと

によって、本件ポンプが振動し、本件ポンプの燃料油戻し配管（以下

「本件配管」という。）が破損して燃料油が漏えい
．．

したものと判明し

た。 

 機関長は、ふだん、本件ポンプ取付用スタッドボルトの締付けを確



認していなかった。 

分析 本船は、本件ポンプ取付用スタッドボルトの締付けが確認されてい

ない中、本件ポンプ取付用スタッドボルトの締付けに緩みを生じ、同

スタッドボルト４本のうち１本が折損するとともに別の１本のナット

が外れ、本件ポンプが振動したことから、本件配管が破損して燃料油

が漏えい
．．

し、主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考

えられる。 

原因 本インシデントは、本船において本件ポンプ取付用スタッドボルト

の締付けが確認されていない中、本件ポンプ取付用スタッドボルトの

締付けに緩みを生じ、同スタッドボルト４本のうち１本が折損すると

ともに別の１本のナットが外れ、本件ポンプが振動したため、本件配

管が破損して燃料油が漏えい
．．

し、主機の運転ができなくなったことに

より発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関長は、定期的に機器の巡視を行い、燃料ポンプ取付用スタッ

ドボルトの締付け等の点検を行うこと。 

 


